
「接待を伴う飲食店等」 … キャバレー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウス等の遊興施設
「遊技施設」 … マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等

緊急事態宣言の解除に伴う５月２６日以降の対応（5.29変更）
感染拡大を防止する「一定の移行期間」を設け、外出自粛や施設の使用制限等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活
動レベルを引き上げていきます。
県民の皆様におかれましては、「新しい生活様式」の実践・定着を図りながら、以下の対応をお願いします。
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